
社会福祉法人健勝会 役員等報酬規程 
 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人健勝会（以下「法人」という。）の役員及び評議員

の報酬について定めるものである。 

 

（定義） 

第２条 この規程において、役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等と

いう。 

 

（報酬の支給） 

第３条 役員等の職務執行の対価として、次に定めるところにより、報酬を支給する。 

（１）役員については、定款第２１条の規定に基づき、各年度の総額が、理事につい

ては４００，０００円、監事については１００，０００円を超えない範囲内にお

いて支給する。 

（２）評議員については、定款第８条に定める金額の範囲内において支給する。 

２ 役員等には、賞与及び退職手当を支給しない。 

 

（報酬等の額の算定方法） 

第４条 役員等が理事会及び評議員会に出席したときは、別表１により１日分の報酬を

支払うことができる。なお、役員等が同日にあわせて第２項の業務を行った場合、及

び監事が同日にあわせて第３項の業務を行った場合には支給しない。 

２ 役員等が理事長の命を受けて法人・施設運営のための業務にあたった場合は、別表

２により報酬を支払うことができる。 

３ 監事が監事監査業務を行った場合は、別表２により１日分の報酬を支払うことがで

きる。 

 

（報酬の支給方法） 

第５条 役員等に対する報酬は、理事会又は評議員会への出席など法人・施設運営のた

めの業務にあたった都度、現金で支給する。 

２ 報酬は、法令の定めるところによる控除すべき金額を控除して支給する。 

 

（兼務役員） 

第６条 施設の職員を兼務する役員は、施設の職員としての業務時間外を除く法人職務

に限り、この規程を適用することができる。 



 

（改廃） 

第７条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。 

 

 附 則 

 この規程は、平成２０年 ６月 １日より適用する。 

 この規程は、平成２９年 ３月２６日より適用する。 

 この規程は、平成３０年１２月 １日より適用する。 

 

 



 

 

別表１（理事会及び評議員会出席等報酬） 

※ 交通費を含む、ただし源泉所得税額を差し引いた金額 

 

別表２（役員業務等報酬） 

※ 交通費を含む、ただし源泉所得税額を差し引いた金額 

 

 

 

 

 

名  称 報    酬 

理事会出席等報酬 ５，０００円 

評議員会出席等報酬 ５，０００円 

名  称 報    酬 

役員業務等報酬（３．７５時間以内） ５，０００円 

役員業務等報酬（３．７５時間以上） １０，０００円 

評議員業務等報酬（３．７５時間以内） ５，０００円 

評議員業務等報酬（３．７５時間以上） １０，０００円 

監事監査業務等報酬 １０，０００円 


